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科目別レッスン
理解しにくいテーマや頻出テーマについて、重要なポイントをわか
りやすく動画で解説します。仕上げに過去問を解いて知識をしっか
りと定着させましょう。

確認問題
＋

解説講義

社会保険労務士 

山川 靖樹
（山川社労士予備校）

【社会保険に関する一般常識】
●保険料滞納と被保険者証の返納等（国民健康保険法）

学習のポイント

国民健康保険の保険料を滞納している場合には被保険者証の返還を求められ、被保険
者証を返還したときは被保険者資格証明書が交付されます。引き続き滞納している場合
には、保険給付について一定の制限を受けます。

⑴　被保険者証の返還（法９条３項～５項、則５条の６）

条文

３）市町村は、保険料を滞納している世帯主（当該市町村の区域内に住所を有する世帯
主に限り、その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受ける
ことができる世帯主を除く）が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間
（１年間）が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険
料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除
き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求め
るものとする。

４）市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、
同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項
に規定する政令で定める特別の事情があると認められるとき＊１は、この限りでない。

５）前２項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険
者証を返還しなければならない。
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□＊１「政令で定める特別の事情」とは、次に掲げる事由により保険料を納付することがで
きないと認められる事情とされています。

ａ）世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
ｂ）世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ｃ）世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。etc.

⑵　被保険者資格証明書（法９条６項）

条文

前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対
し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付する。

【保険料滞納者に対する支給制限の流れ】

被保険者証の返還請求
↓返還

被保険者資格証明書の交付 償還分を滞納保険料に充当できる
↓ ↑つまり…

＜第１段階＞ ＜第２段階＞ ＜第３段階＞ ＜第４段階＞
滞納発生→督促 給付の償還払い化 給付の一時差止め→差止め額から滞納保険料の

　控除が可能＊ ▽ ▼

納期限

一時差止めができる 一時差止めをする

１年 ６か月

支払方法の変更（特別療養費扱い）

⑶　保険料の滞納による場合の保険給付（法63条の２、則32条の２）

条文

１）市町村及び組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞
納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間（１年６月）
が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納に
つき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働
省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものと
する。
２）市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間（１年６月）が経過
しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を
滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特
別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険
給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
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